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監査の結果に関する報告について

このことについて、地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき平成１７年

９月２８日から平成１７年１０月１３日までの間に実施した監査の結果並びに同条第２項

の規定に基づき平成１６年１２月２０日から平成１７年１０月１３日までの間に実施した

監査の結果を、同条第９項の規定により、次のとおり提出します。

なお、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、

地方自治法第１９９条第１２項の規定により、その旨を通知してください。
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第１ 定期監査

１ 監査の概要

知事部局の本庁、教育委員会、警察本部の計５２か所につい

て、定期監査を実施した。

(1) 監査対象機関、実施年月日等

監 査 対 象 機 関 監査対 監査実施

部 局 等 名 称 象年度 年 月 日

総合政策本 総合政策課 平成16 平成

部 年度 17. 9.28

総務部 総務課 同 17.10. 4

行政経営課 同 17.10. 4

財政課 同 17.10.13

税務課 同 17.10. 4

危機管理局 同 17.10.11

地域生活部 生活・文化課 同 17.10. 3

地域振興課 同 17.10. 5

情報政策課 同 17.10. 6

福祉保健部 福祉保健課 同 17. 9.28

医療薬務課 同 17. 9.28

高齢者対策課 同 17. 9.29

児童家庭課 同 17.10. 3

障害福祉課 同 17.10. 3
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監 査 対 象 機 関 監査対 監査実施

部 局 等 名 称 象年度 年 月 日

福祉保健部 衛生管理課 平成16 平成

年度 17. 9.29

健康増進課 同 17. 9.29

環境森林部 環境森林課 同 17.10. 5

環境管理課 同 17.10.13

環境対策推進課 同 17.10.13

自然環境課 同 17.10.12

森林整備課 同 17.10.12

山村・木材振興課 同 17.10.11

商工観光労 商工政策課 同 17.10. 5

働部

新産業支援課 同 17.10. 6

地域産業振興課 同 17.10. 3

経営金融課 同 17.10.11

観光・リゾート課 同 17.10.11

労働政策課 同 17.10. 3

農政水産部 農政企画課 同 17.10. 4

地域農業推進課 同 17.10.12

営農支援課 同 17.10.12
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監 査 対 象 機 関 監査対 監査実施

部 局 等 名 称 象年度 年 月 日

農政水産部 農産園芸課 平成16 平成

年度 17.10.11

畜産課 同 17.10.12

農村計画課 同 17.10.12

農村整備課 同 17.10.12

水産政策課 同 17.10.13

漁港漁場整備課 同 17.10.12

土木部 管理課 同 17. 9.28

道路建設課 同 17.10. 6

道路保全課 同 17.10. 6

河川課 同 17.10. 6

港湾課 同 17.10. 6

都市計画課 同 17.10.11

公園下水道課 同 17.10.11

建築住宅課 同 17.10. 6

営繕課 同 17.10. 6

教育委員会 財務福利課 同 17.10.13

学校政策課 同 17.10.13
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監 査 対 象 機 関 監査対 監査実施

部 局 等 名 称 象年度 年 月 日

教育委員会 特別支援教育室 平成16 平成

年度 17.10.13

スポーツ振興課 同 17.10.13

文化財課 同 17.10.13

警察本部 同 17.10. 5

工事監査 土木部営繕課関係工事 同 17.10. 6

教育庁財務福利課関係工事 同 17.10.13

警察本部関係工事 同 17.10. 5

(2) 監査対象とした事項

上記の監査対象機関における財務に関する事務の執行

２ 監査の結果

監査の結果は、一部の機関に是正又は改善を要する事項が見

受けられたものの、全体として、おおむね適正に執行されてい

るものと認められた。

是正又は改善を要する事項の内容及び該当機関については、

次のとおりである。このほか軽易な事項については、当該機関

に指導を行った。

また、今回の監査の結果に係る是正又は改善を要する事項等

の状況は別表のとおりである。

(1) 収入事務

児童扶養手当返還金について、収入未済額が前年度と比較

して増加している。

児童家庭課
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雑入（座礁船撤去費用等）について、収入未済額が前年度

と比較して増加している。

河川課

(2) 支出事務

里親会育成強化事業補助金の交付事務について、交付決定

事務が大幅に遅れてなされていた。

児童家庭課

資金前渡の精算について、著しく戻入時期の遅れているも

のがあった。

資金前渡職員は、財務規則等に定められた納入期限内に精

算戻入を完了させる責務がある。

新産業支援課

（「第１の２」に係る別表）

その他指導を是正又は改善を

指 摘 項 目 要する事項 計行った事項

(件) (件) (件)

予 算 経 理 事 務

収 入 事 務 ２ ４ ６

支 出 事 務 ２ １４ １６

契 約 事 務 ２ ２

工 事 の 施 工

財産（物品を除

く）の管理

物 品 の 管 理

そ の 他

合 計 ４ ２０ ２４
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第２ 行政監査

１ 監査対象事務

｢県が発行する刊行物｣及び｢県が購入する刊行物｣について

２ 監査の趣旨

地方分権がますます進展する中で、県が県民とのパートナー

シップのもと行政活動を推進していくためには、県民に情報を

的確に伝え、県政に対する理解を深めることが不可欠である。

中でも県が発行する刊行物は、伝達性、保存性、確実性、携

帯性などの優れた特性を持つことから、県の計画、施策及びそ

の他の各種情報を提供する手段として県の各機関において多種

多様に作成され広報活動の推進に寄与している。

また、県が購入する刊行物は、社会経済情勢の急速な変化に

対応した的確な施策を実現していくために、国内外の先進事例

を始め、施策実現のために必要な情報を収集する手段として重

要であり多くの機関で活用されている。

しかしながら、これら刊行物に要する費用は毎年多額にのぼ

っており、県の厳しい財政状況等を勘案すると、その内容やあ

り方などを常に見直し、経費節減に努めることが重要である。

さらに、現在ではインターネット等の多様なメディアが存在

するので、これらのメディアを活用することにより、刊行物に

要する経費を抑制することも可能となっている。

このようなことから、県の各機関が発行している刊行物及び

購入している刊行物が、「効率的かつ効果的に執行され、また、

行政に有効に生かされているか」という観点から行政監査を実

施し、今後の情報提供や情報収集活動の改善に資することとし

た。

３ 実施時期

平成１６年１２月から平成１７年１０月まで
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４ 実施方法

平成１６監査年度定期監査の実施に併せ、対象機関から提出

された｢県が発行する刊行物｣及び｢県が購入する刊行物｣の調査

票に基づき、聞き取り調査を中心に実施した。

５ 監査対象機関及び監査対象

(1) 監査対象機関

ア 県が発行する刊行物

平成１６監査年度定期監査の対象機関のうち業務概要など

の刊行物を発行している１９３機関を実施。

イ 県が購入する刊行物

平成１６監査年度定期監査の対象機関のうち業務上必要な

刊行物を購入している２６０機関を実施。

(2) 監査対象

次のとおり。

刊 行 物 の 種 類

対象金額区 分 本･ 新聞 ﾊﾟﾝ ﾘｰﾌﾚ ﾁﾗｼ ﾎﾟｽ

(千円)冊子 ﾌﾚｯﾄ ｯﾄ ﾀｰ 計

335 - 80 95 55 44 609発行刊行物 件数(件)

55.0 - 13.2 15.6 9.0 7.2 100.0 308,637(193 )機関 構成比(％)

1,350 711 32 16 3 24 2,136購入刊行物 件数(件)

63.2 33.3 1.5 0.8 0.1 1.1 100.0 161,705(260 )機関 構成比(％)

(注1) 監査対象機関は、平成１７年４月１日現在の組織による。

(注2) 購入刊行物について、図書室(館)用として購入したものは除いている。また、

１機関１５件を限度とし、日刊新聞については、複数 購入している場合にあっ

ても購入件数 １件として計上した。

(注3) 刊行物の分類は次のとおりとした。

分 類 内 容

本、冊子 書物一般(法規集等追録書籍類(加除式図書類)を除く)

新聞 日刊新聞､専門新聞

パンフレット 仮綴じの小冊子

リーフレット 折り畳み式の簡単な印刷物

チラシ 広告､宣伝等のための一枚刷りの印刷物

ポスター 広告･宣伝等のための図案･写真･文章等からなる貼り紙
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６ 監査の着眼点

次に掲げる項目を着眼点として実施した。

(1) 県が発行する刊行物

ア 刊行物の目的、必要性について

イ 刊行物の内容について

ウ 刊行物の発行方法について

エ 刊行物作成の予算執行について

オ 刊行物の活用状況について

カ インターネット(宮崎県ホームページ)の活用について

(2) 県が購入する刊行物

ア 刊行物購読の目的、必要性について

イ 刊行物購読の予算執行及び支払状況について

ウ 刊行物の業務への活用状況について

７ 監査の結果及び意見

着眼点ごとに列記すると次のとおりである。

(1) 県が発行する刊行物

ア 刊行物の目的、必要性について

[結果]

刊行物の発行に当たって、物品購入要求書等による発注伺

だけしかなく、刊行物発行の目的、必要性など具体的に記載

されていないものがあった。

[意見]

刊行物の発行に着手する際には、発行の目的、必要性を組

織的に検討した上で、あらかじめ起案文書の形で配布先、配

布方法、配布時期等の検討結果を残すことが次回の発行の参

考になることからも重要である。

イ 刊行物の内容について

[結果]

(ｱ) 刊行物の内容・構 成について、次のような点が見受けら

れた。

・発行刊行物の中には文字の大きさに配慮してないもの

・表・グラフ等の条件や単位の記述がないもの
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・写真グラフ等があまり使われておらず、紙面構 成に工

夫がないもの

・冊子類について、項目、目次を設けてないもの

・刊行物の問い合わせ先のないもの

(ｲ) 個人情報の保護の観点から適切でないと思われる内容が

あった。

[意見]

(ｱ) 利用者の立場に立って、読みやすさ、わかりやすさに配

慮した内容となっているか、また、伝えたい情報が十分と

言えるかどうかについて精査することが望まれる。

(ｲ) 個人情報と思われる内容については、「宮崎県個人情報

保護条例」に十分留意し、刊行物の作成に当たることが必

要である。

ウ 刊行物の発行方法について

[結果]

業務概要、学校要覧など同一種類の刊行物について、各所

属の創意工夫は認められるものの、所属間で仕様、作成部数 、

作成単価にばらつきがあった。

[意見]

同一種類の刊行物においては、各所属間で連携を図って、

仕様や配布先の統一した発行基準を設けるなどの見直しによ

り経費節減に努めることが望ましい。

エ 刊行物作成の予算執行について

[結果]

(ｱ) ページ数 の多いものや、カラー印刷や写真、イラストな

どが必要以上に多く使われているものがあった。

(ｲ) 庁内印刷室での対応が可能な簡易な行政資料について、

外部発注となっているものがあった。

(ｳ) 同一のものが年度内に３回作成され、２、３回目の増刷

の発注も相見積りによっていたが、作成単価が下っていな

いものがあった。

[意見]

(ｱ) ページ数 の多いものや、カラー印刷や写真、イラストな

どを必要以上に多用している刊行物については、仕様の見

直しを行うなど、作成単価を引き下げる努力が必要である。

(ｲ) 平成１６年２月に策定された「宮崎県庁印刷物等作成経
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費削減方針」を十分踏まえ、経費の節減の観点からも庁内

印刷室の利用促進に努められたい。

(ｳ) 刊行物の作成に当たっては、年間の必要部数 を的確に把

握するとともに、やむを得ず増刷する場合には、版を有す

る初回の業者と随意契約するなど単価の引き下げに努める

ことが必要である。

オ 刊行物の活用状況について

[結果]

（平成１６年１０月４日付け０４０１－１１２） （平成１６年(ｱ) 県立図書館 及び総務課

から行政資料の提供の依頼要請がされて１２月１４日付け２１３－５４９）

いるが、県立図書館、県民情報センターへの資料提供が必

要と思われるもので、提供がされていないものがあった。

(ｲ) 刊行物によっては配布先の活用状況についての聞き取り

やアンケート調査など、問題点の把握に努める必要がある

が、その把握に努めていないものがあった。

[意見]

(ｱ) 県民に刊行物を積極的に提供する方法としては、県立図

書館や本庁１階の県民情報センターなど、県民が閲覧でき

る公的な機関を活用することが効果的であるので、その活

用に努められたい。

(ｲ) 過去の実績をそのまま踏襲することなく、刊行物の活用

状況を把握することにより、配布先、配布部数 、内容の精

査を行い、適正な作成部数 、内容の充実に努めることが必

要である。

カ インターネット(宮崎県ホームページ)の活用について

[結果]

インターネットの活用について、次の点が見受けられた。

・刊行物の作成に当たり、インターネットの活用を検討し

ていないものがあった。

・県ホームページを活用しているにもかかわらず、刊行物

にホームページのアドレスを掲載していないものがあっ

た。

・県ホームページ上での掲載を開始したにもかかわらず、

刊行物が必要以上に印刷されているものがあった。

[意見]

県民に広く周知すべき情報や全国に向けて発信すべき情報

について、ホームページは有効な伝達手段であり、多くの所
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属において、発行刊行物に替えて、内容を県のホームページ

に掲載するなどの努力がされているが、今後ともなお一層の

活用が必要である。

また、効率的な情報の提供や経費節減の観点からＣＤやＤ

ＶＤなどの電子メディアも有効であり、一層の活用が望まれ

る。

なお、情報内容や対象者によって、印刷物と電子メディア

の選択を比較検討し、それぞれの特性に応じた使い分けを検

討する必要がある。

キ その他

[結果]

再生紙が使用されていないもの、使用されていても再生紙

使用の古紙配合率等の表示がないものがあった。

[意見]

現在、県では地球温暖化防止の積極的な取り組みとして、

平成１２年１０月に策定された「宮崎県地球温暖化対策実行

計画」に基づき、印刷物については、環境保全に配慮して再

生紙の使用や作成された印刷物には再生紙使用マーク、古紙

配合率、白色度を明示することとしているのでその一層の推

進に努められたい。

(2) 県が購入する刊行物

ア 刊行物購読の目的、必要性について

[結果]

予算執行伺いに購入目的・必要性が明記されていないもの

や購入に当たって共同利用等の十分な検討が行われていない

と思われるものがあった。

[意見]

刊行物の購入に当たって組織的な検討を行うことや目的・

必要性を明確にすることは、その刊行物の活用方法、配付方

法等を決める重要な手続きである。

従って、刊行物を購入するに当たっては、あらかじめ購入

の是非や必要部数 についての組織的な検討を行い、購読の目

的や必要性を予算執行伺いに具体的に記載することが重要で

ある。
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イ 刊行物購読の予算執行及び支払方法について

[結果]

一括購入の刊行物について、予算執行伺いに配布先及び配

付部数 を精査せず前例により購入部数 を決定しているものや

配布先一覧が確認できないものがあった。

[意見]

刊行物の購入部数 については、過去の実績をそのまま踏襲

することなく、刊行物の活用状況や新たな要望等を確認して

配布先及び配付部数 を精査し、経費の無駄遣いがないように

適正な購入部数 を決定する必要がある。

ウ 刊行物の業務への活用状況について

[結果]

(ｱ) 一括購入の刊行物について、配布先の関係機関への聞き

取りやアンケート調査等により、有効利用の把握や確認を

行っていないものがあった。

(ｲ) 同じ部局内において同一刊行物の購入状況を把握してい

ないため、回覧等による有効活用の検討がされていないと

思われるものがあった。

[意見]

(ｱ) 刊行物を今後も購入する必要があるかどうか、配布先だ

けではなく所属内においても活用状況の調査検討を行うこ

とが必要である。

また、インターネット上での情報収集等ができるものに

ついては、安易に刊行物を購入することなく、インターネ

ットをできるだけ活用することが必要である。

(ｲ) 同一内容の刊行物については、部局内の職員に購入刊行

物の周知を図って回覧等を活用することなどにより、必要

最小限の購入部数 にとどめ、経費節減に努める必要がある。

８ 結び

(1) 今回監査した県が発行した刊行物については、県民参加の県

政をより一層推進するため、写真やグラフ等の活用、紙面の工

夫等により県民に見やすく、わかりやすく配慮したものが増加

しており、関係職員の熱意や努力、創意工夫が伝わってくるも

のが多く見受けられ、全体的におおむね適正に執行されている

と認められた。
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しかしながら、一部には、目的・必要性、内容、発行方法等

に関して、「監査の結果及び意見」で述べたとおり、改善、検

討が必要とされる事項があるので今後適切に対応されたい。

(2) 今後ますます地方分権化や情報化社会が進展する中で、特に

県民向けの刊行物については、時代の変化に対応した柔軟かつ

適切な取り組みと高齢者や障害者等にも配慮した取り組みを更

に進め、県民参加の行政が一層進展することを期待するもので

ある。

(3) 県が購入する刊行物に関しても全体的におおむね適正に執行

されていると認められたが、一部には、目的・必要性、予算執

行方法等に関して、「監査の結果及び意見」で述べたとおり、

改善、検討が必要とされる事項があるので今後適切に対応され

たい。

(4) 県が購入する刊行物に関連することとして、今回の行政監査

の対象とは別に、定期監査の重点項目として、法規集等追録書

籍（加除式図書）の購入状況についても聞き取り調査を実施し

た。

法規集等追録書籍は県政を推進するために必要なことから、

多くの機関で購入されており、厳しい財政状況にあることから、

インターネットの活用や所属間の共同活用等による見直しが行

われ、経費節減が図られるなど全体的におおむね適正に執行さ

れていると認められた。

ちなみに追録書籍の購入額は、抽出した調査ではあるが平成

１５年度には７千２百万円余であったものが、１６年度には６

千９百万円余、１７年度（予定）では５千６百万円余となって

おり、２年間で約１千６百万円削減されている。

追録書籍に関しては、一部にはまだ見直しの余地があると思

われるので、今後とも全機関において継続的な見直しを望むも

のである。

(5) 刊行物の購入についても、購入の必要性や活用方法等につい

て、組織的に十分検討がなされ、最小の経費で最大の効果が上

げられるよう、見直しが推進されることを重ねて望むものであ

る。


